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町
民
の
皆
様
が
健
や
か
で
心
豊

か
に
生
活
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て

『
健
康
増
進
計
画
』を
策
定
し
ま
し

た
。
本
計
画
は
、
７
つ
の
領
域

（「
栄
養
・
食
生
活
」「
身
体
活
動
・

運
動
」「
休
養
・
こ
こ
ろ
の
健
康

づ
く
り
」「
歯
の
健
康
」「
生
活
習

慣
病
」「
た
ば
こ
」「
ア
ル
コ
ー
ル
」）

に
関
す
る
事
項
を
計
画
の
柱
と
し

て
位
置
づ
け
、
各
領
域
別
に
具
体

的
な
行
動
目
標
や
評
価
指
標
、
行

動
計
画
な
ど
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

　
　
年
度
に
幼
児
を
持
つ
親
、

１７
小
・
中
・
高
校
生
、
成
人
と
各
年

齢
層
か
ら
１
０
０
０
名
の
方
々
に
、

健
康
に
関
す
る
生
活
習
慣
行
動
調

査
を
お
願
い
し
て
、
実
態
の
集
約

を
行
い
ま
し
た
。

　
　
年
度
に
は
、　
名
の
委
員
に

１８

１０

よ
る
２
回
の
策
定
委
員
会
と
　
名
３７

の
あ
ら
ゆ
る
層
か
ら
の
住
民
代
表

と
役
場
職
員
に
よ
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
し
、
で
き
る
だ

け
町
民
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
、

一
緒
に
計
画
を
つ
く
り
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
こ
の
計
画
書
に
基
づ

き
、
目
標
達
成
に
向
け
て
町
民
の

皆
様
と
い
ろ
ん
な
形
で
一
緒
に
考

え
な
が
ら
事
業
を
展
開
し
て
い
き

ま
す
。
計
画
に
関
す
る
ご
意
見
等

あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
　
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、
ご
協

力
い
た
だ
い
た
町
民
の
皆
様
や
関

係
機
関
の
皆
様
に
こ
こ
ろ
か
ら
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

【問い合わせ先】　大崎町役場　福祉課　保健衛生係　℡099－476－1111（内線１３３）
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○拡充の内容
　我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ，若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る観点から，３歳
未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額が，第１子及び第２子について倍増され，出生順位にかかわらず
一律月１万円となりました。
　なお，３歳以上の児童の児童手当の額，支給対象年齢及び所得制限限度額については現行どおりです。

〈０歳以上３歳未満の児童の養育者に対する児童手当〉
（現行）　　　　　　　      　　　（改正）
　第１子、第２子　月額５千円　→　月額１万円（倍増）
　第３子以降　　　月額１万円　→　月額１万円（現行どおり）

〈３歳以上（現行どおり）〉
　第１子、第２子　月額５千円　
　第３子以降　　　月額１万円　

施行日：平成１９年４月１日（拡充後の最初の支給月　平成１９年６月）
　今回の改正では，受給者が特段の手続きを行う必要はありません。
　なお，平成19年４月から３歳未満の児童手当等の額は一律月額１万円となりますが，３歳到達後の翌月からは，
第１子及び第２子の手当額は５千円となります。
　詳しくは，福祉課児童係にお問い合わせください。　　℡４７６－１１１１（内線132・133）

大崎町健康運動普及推進員第３期生誕生！
　
町
で
は
、
平
成
　
年
度
に
第
３

１８

回
健
康
運
動
普
及
推
進
員
養
成
講

座
を
開
催
し
、　
名
の
新
し
い
推

１３

進
員
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
健
康
運
動
普
及
推
進
員
は
、
生

活
習
慣
病
な
ど
病
気
や
寝
た
き
り
、

認
知
症
な
ど
を
防
ぎ
、
人
生
　
年
８０

時
代
を
健
や
か
に
生
き
る
た
め
に
、

町
民
の
日
常
生
活
の
中
に
運
動
習

慣
が
定
着
す
る
よ
う
、
地
域
で
健

康
づ
く
り
の
た
め
の
運
動
を
普
及

し
ま
す
。

　
　
年
度
は
、
第
１
回
く
に
の
松

１８
原
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
開
催
や
野
方

地
区
マ
ス
タ
ー
ズ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
の
協
力（
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
）

な
ど
幅
広
く
活
動
し
ま
し
た
。

　
　
年
度
か
ら
は
新
た
に
３
期
生

１９
　
人
が
加
わ
り
、　
名
で
活
動
し

１３

２７

ま
す
。　

　
各
種
グ
ル
ー
プ
な
ど
の
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
や
運
動
指
導
も
行
い

ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

【
連
絡
先
】

大
崎
町
役
場
　福
祉
課
　保
健
衛
生
係

　
℡
４
７
６－

１
１
１
１

（
内
線
１
３
３
）

赤
　
田
　
真
由
美（
高
尾
）

赤
　
田
　
幸
　
子（
高
尾
）

内
　
倉
　
静
　
子（
正
坂
）

久
　
徳
　
多
美
恵（
中
沖
中
）

倉
ヶ
崎
　
美
須
子（
下
原
）

常
　
福
　
正
　
子（
東
中
組
）

新
馬
場
　
ヒ
ロ
子（
崎
園
）

萩
　
原
　
育
　
枝（
船
迫
）

渕
　
田
　
昌
　
子（
上
三
文
字
）

古
　
一
　
裕
　
子（
堂
地
）

吉
　
留
　
律
　
子（
上
谷
迫
）

吉
　
原
　
タ
ミ
子（
下
益
丸
）

鷲
　
東
　
洋
　
子（
上
鷲
塚
）

【
３
期
生
名
簿
】（
　
音
順
・
敬
称
略
）

50
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田
の
神

　
今
ぐ
ら
い
の
時
期
、
毎
年
の
よ
う
に
田

の
神
に
つ
い
て
の
依
頼
が
２
、
３
件
あ
る
。

「
田
の
神
を
見
ら
れ
る
場
所
の
所
在
と
、

田
の
神
像
に
つ
い
て
の
資
料
を
送
っ
て
ほ

し
い
」
と
い
っ
た
内
容
だ
。
そ
し
て
そ
の

依
頼
人
の
多
く
は
、
写
真
家
で
あ
っ
た
り

す
る
。
写
真
家
に
と
っ
て
は
、
青
々
と
広

が
る
田
ん
ぼ
を
背
景
に
し
た
田
の
神
の
姿

が
魅
力
的
で
あ
る
よ
う
だ
。

　
我
々
に
と
っ
て
身
近
な
存
在
で
あ
る
田

の
神
は
、
全
国
的
に
信
仰
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
特
異
な
形
態
の
田
の
神
像
を
作

り
、
祭
っ
て
い
る
の
は
、
鹿
児
島
県
と
宮

崎
県
 諸
県
 地
方
、
つ
ま
り
藩
政
時
代
に
島

も
ろ
か
た

津
氏
が
治
め
て
い
た
地
域
に
限
ら
れ
る
。

私
た
ち
が
普
段
目
に
す
る
田
の
神
像
は
、

郷
土
が
生
み
出
し
た
独
自
の
文
化
な
の
で
あ

る
。

　
江
戸
時
代
中
期
の
１
７
０
０
年
ご
ろ
か

ら
、
全
国
の
各
藩
が
開
田
を
進
め
、
増
収

を
図
る
よ
う
に
な
る
。
薩
摩
藩
も
ま
た
、

こ
の
頃
領
内
各
地
の
開
田
事
業
を
積
極
的

に
行
っ
た
。
そ
し
て
、
水
路
の
安
全
を

願
っ
て
水
神
を
祭
り
、
豊
作
を
願
っ
て
田

の
神
を
祭
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
田
の
神
像
は
、 真
言
宗
 の
 修
験
者
 、
す

し
ん
ご
ん
し
ゅ
う
 
し
ゅ
げ
ん
じ
ゃ

な
わ
ち
 山
伏
 に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も

や
ま
ぶ
し

の
だ
と
い
う
。
当
時
、
山
伏
は
庶
民
の
生

活
に
密
着
し
た
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
一

般
の
農
民
に
厚
く
支
持
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
、
修
行
の
た
め
各
地
を
歩
き
回
っ
た

山
伏
は
、
各
地
の
農
業
を
見
て
回
り
、
地

域
に
見
聞
を
広
め
て
い
っ
た
。
山
伏
は
時

と
し
て
、
農
業
の
指
導
者
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
多
く
の
田
の
神
像
が
、
山
伏
の

姿
を
連
想
さ
せ
る
の
は
、
こ
う
い
っ
た
こ

と
に
由
来
す
る
。

　
ち
な
み
に
、
田
の
神
は
頭
か
ら
こ
し
き

を
被
っ
て
、 杓
子
 と
す
り
こ
ぎ
を
持
っ
て

し
ゃ
く
し

い
る
の
が
一
般
的
な
正
面
の
姿
で
あ
る
が
、

背
後
の
姿
は
、
男
性
の
性
器
が
表
さ
れ
て

い
る
。
命
を
産
み
出
す
も
の
を
神
聖
化
し
、

敬
う
日
本
古
来
の
精
神
は
、
こ
こ
に
も
表

現
さ
れ
て
い
る
。

　
昭
和
　
年
度
に
大
崎
町
教
育
委
員
会
が

５９

行
っ
た
調
査
で
は
、
町
内
に
　
体
の
像
が

７７

あ
る
と
し
て
い
る
が
、
調
査
漏
れ
の
も
の

が
あ
る
可
能
性
が
強
い
と
し
て
い
る
。
な

お
、
田
中
集
落
の
田
ん
ぼ
に
設
置
さ
れ
て

い
る
田
の
神
像
は
、
町
内
で
最
も
古
く
、

文
化
　
年
（
１
８
１
４
年
）
に
作
ら
れ
た

１１

も
の
で
あ
る
。

　
田
中
集
落
の
新
越
家
に
祭
ら
れ
て
い
る

田
の
神
像
と
立
小
野
に
あ
る
お
坊
さ
ん
の

姿
を
し
た
田
の
神
像
は
、
町
の
指
定
を
受

け
て
い
る
。

　
今
か
ら
８
年
前
に
田
の
神
像
の
写
真
撮

影
の
た
め
来
町
し
た
写
真
家
の
 榊
 
さ
か
き

 晃
  弘
 氏

あ
き
 ひ
ろ

の
言
葉
が
、
今
で
も
印
象
的
に
私
の
心
に

残
っ
て
い
る
。

　「
各
地
で
田
の
神
の
写
真
を
撮
っ
て
い

る
と
、
面
白
い
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
で
表
情
が
違
い
ま
す
ね
。
悲
し
い
顔
が

多
い
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
す
ま
し
た
顔
が

多
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
…
。
当
時
の
地
域

性
と
か
、
そ
の
地
域
の
社
会
背
景
と
か
が
、

表
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
。」

　
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
通
し
た
写
真
家
の
目

は
、
田
の
神
の
表
情
を
鋭
く
 捉
 え
て
い
る
。

と
ら

田
の
神
の
表
情
に
当
時
の
社
会
性
や
地
域

性
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
民
俗
学

的
に
も
面
白
い
。

　「
大
崎
町
の
田
の
神
像
は
、
ど
の
よ
う

に
感
じ
ま
し
た
？
」
と
い
う
問
い
か
け
に
、

榊
氏
は
少
し
興
奮
気
味
に
答
え
た
。

　「
本
当
に
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
が
多
い
で

す
ね
。
田
の
神
も
あ
ど
け
な
い
表
情
を
し

て
い
ま
す
ね
。
き
っ
と
大
崎
町
の
方
々
は

お
も
し
ろ
く
て
、
優
し
い
人
が
多
い
の
で

し
ょ
う
ね
。」

　
今
年
の
春
も
ま
た
、
町
内
各
地
に
田
の

神
が
降
り
て
き
た
。
秋
が
終
わ
り
、
山
に

帰
る
ま
で
の
間
、
そ
の
愛
ら
し
い
眼
差
し

で
、
稲
の
成
長
を
見
守
り
続
け
る
。

【
大
崎
町
埋
蔵
文
化
財
専
門
員
　
内
村
憲
和
】

歴史を歩く　⑤
町文化財紹介コーナー

「田の神さぁ」
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【問い合わせ先】　大崎町役場　水道課　下水道係　℡099－476－1111（内線245）
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『そお青年祭にて表彰』
　２月２５日日，曽於市末吉町ふれあい公園において
「第１１回そお青年祭」が開催されました。
　大崎町青年団は，どの部門においても素晴らしい結
果を残すことができました。
　のど自慢の部☆最優秀賞（修一と奈津希）　舞台発表
の部☆優秀賞（エアバンド＆タップダンス）展示の部
☆１位（中水流潤也）生活文化展の部☆１位（川崎修
一）２位（山下ひとみ）
　頑張って練習したかいがあったと，団員みんなで喜
びました！

『高校生クラブチャリティーライブ』
　３月10日（土），中央公民館において，『高校生ク
ラブチャリティーライブ』が開催され，町内外の高校
生バンド８組が演奏をしました。
　企画・運営も自分たちで行ない，その大変さを身に
しみて感じました。この日は，演奏だけでなく，入場
料の代わりに募金活動を行ない，総額4,574円が集
まり，全額，社会福祉協議会に寄付しました。
　この募金は，町内の社会福祉のために有効に活用さ
せていただきます。ありがとうございました。

農地・水・環境保全向上対策』 
　　　　　　　　　協定　調印式
　平成19年4月19日木，大崎町と町内の各活動組
織（１０地区）との間で『農地・水・環境保全向上対
策』に関する協定の調印式が行われました。
　この調印式わ，各活動組織の活動地域内に存する
農地・農業用水等の資源や環境の保全と資質向上を
図る活動が円滑に実施できるよう，その内容等につ
いて定めることを目的として行われたものです。調
印式の最後に、久保会長は「町内10地区がお互い手
を取り合いながら，健全な活動ができるよう努めま
す」と決意表明をされました。

活動組織
　①　高井田地域保全協議会
　②　持留・岡別府地域保全協議会
　③　仮宿地域農村環境保全協議会
　④　上永吉地区みどり会
　⑤　下永吉地域保全協議会
　⑥　横瀬地区農地・環境保全推進協議会
　⑦　田原川右岸地域環境保全協議会
　⑧　長田地区保全協議会
　⑨　益丸地区環境保全向上活動協議会
　⑩　菱田地域保全協議会

『そお青年祭にて表彰』
　２月２５日日，曽於市末吉町ふれあい公園において
「第１１回そお青年祭」が開催されました。
　大崎町青年団は，どの部門においても素晴らしい結
果を残すことができました。
　のど自慢の部☆最優秀賞（修一と奈津希）舞台発表
の部☆優秀賞（エアバンド＆タップダンス）展示の部
☆１位（中水流潤也）生活文化展の部☆１位（川崎修
一）２位（山下ひとみ）
　頑張って練習したかいがあったと，団員みんなで喜
びました！

『高校生クラブチャリティーライブ』
　３月１０日土，中央公民館において，『高校生クラブ
チャリティーライブ』が開催され，町内外の高校生バ
ンド８組が演奏をしました。
　企画・運営も自分たちで行ない，その大変さを身に
しみて感じました。この日は，演奏だけでなく，入場
料の代わりに募金活動を行ない，総額４,５７４円が集ま
り，全額，社会福祉協議会に寄付しました。
　この募金は，町内の社会福祉のために有効に活用さ
せていただきます。ありがとうございました。

『農地・水・環境保全向上対策』 
　　　　　　　　　協定　調印式
　４月１９日木，大崎町と町内の各活動組織（１０地区）
との間で『農地・水・環境保全向上対策』に関する
協定の調印式が行われました。
　この調印式は，各活動組織の活動地域内に存する
農地・農業用水等の資源や環境の保全と質的向上を
図る活動が円滑に実施できるよう，その内容等につ
いて定めることを目的として行われたものです。調
印式の最後に，久保会長は「町内１０地区がお互い手
を取り合いながら，健全な活動ができるよう努めま
す」と決意表明をされました。

活動組織
　①　高井田地域保全協議会
　②　持留・岡別府地域保全協議会
　③　仮宿地域農村環境保全協議会
　④　上永吉地区みどり会
　⑤　下永吉地域保全協議会
　⑥　横瀬地区農地・環境保全推進協議会
　⑦　田原川右岸地域環境保全協議会
　⑧　長田地区保全協議会
　⑨　益丸地区環境保全向上活動協議会
　⑩　菱田地域保全協議会
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『あなたも健康体操 
　　　　　　はじめませんか？』
　『生命の貯蓄体操術技講習会および健康度測定』が
３月１８日，大崎町保健センターにおいて開催され，講
師に社生命の貯蓄体操普及会本部付指導員の資格を持
つ有満シヅ子先生を迎え，２６人の参加者が体操の術技
講習を受け，１７名が健康度測定にチャレンジし，個別
指導を受けました。　この体操は東洋体操といわれ，
体重・反動を利用し，呼吸法とともに体全体をバラン
スよく動かし，針・灸と同じようにツボを刺激するこ
とで気の流れを良くし，肩こり，腰痛，めまいなどの

症状を改善し，体の調子を整え，自然治癒力を高める
効果があります。
　現在，町では約８０人が８か所の道場で毎週，体操に
励んでいます。
　さあ，あなたも健康体操を始めてみませんか。
【連絡先】
　大崎町役場　福祉課　保健衛生係　佐藤
　℡４７６－１１１１（内線１３３）

『文化財保護審議委員に任命』
　４月２日付けで，平成１９・２０年度の文化財保護審
議委員として，次の方々が任命されました。
　文化財保護審議委員は，生涯学習講座や青少年活
動事業などで，講師として文化財の説明を行い，ま
た，文化財保護に必要な調査・研究等を行なってい
ます。今年度からも町民の皆様が，より文化財に親
しんでいただけるような取り組みを行なってまいり
ます。（敬称略　写真は右から）
・会　長　新田　亀久夫　・副会長　山崎　道夫
・委　員　小野　辰男　　・委　員　後迫　淳一

『冨永好子さんが大崎町に寄付』
　４月１１日，以前，老人クラブ崎園・若杉会の会長を
されていた冨永好子さん（８９歳）が，この度大崎町を
離れるということで，町へ対してのお礼として寄付を
されました。
　「大崎町での思い出は？」と尋ねると，「ゲートボー
ルや老人クラブで行った旅行などが，深く印象に残り
ます。」と語られていました。
　この寄付は，町のために有効利用させていただきま
す。ありがとうございました。



　広報　おおさき　12

　
平
成
　
年
６
月
１
日
か
ら
商
業
統

１９

計
調
査
が
全
国
で
一
斉
に
実
施
さ
れ

ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
統
計
法
に
基
づ
い

て
実
施
さ
れ
て
い
る
国
の
重
要
な
調

査
で
あ
り
、
提
出
さ
れ
た
調
査
票
を
、

統
計
上
の
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
商
業
統
計
調
査
は
、
全
国
の
卸

売
・
小
売
事
業
所
を
漏
れ
な
く
調
査

し
て
、
わ
が
国
の
流
通
産
業
構
造
や

商
業
活
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
行
わ
れ
ま
す
。

　
調
査
結
果
は
、
国
や
都
道
府
県
・

市
区
町
村
に
お
け
る
商
業
の
育
成
、

中
心
市
街
地
の
活
性
化
な
ど
の
施
策

や
計
画
を
立
案
す
る
た
め
の
基
礎
資

料
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。

　
５
月
下
旬
、
調
査
員
が
調
査
票
の

記
入
を
お
願
い
に
伺
い
ま
す
の
で
、

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
調
査
に
関
す
る
不
審
な
電

話
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
大
崎
町
役
場
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

　
℡
０
９
９－

４
７
６－

１
１
１
１

　
　
　
　（
内
線
２
２
０
・
２
２
３
）

★
ス
ポ
ー
ツ
安
全
全
保
険
っ
て
何
？

　
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
と
は
、
ア
マ

チ
ュ
ア
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
、
文
化
活

動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
を
行
な

う
社
会
教
育
関
係
団
体
を
対
象
と
し

た
保
険
で
す
。
保
険
期
間
は
４
月
１

日
か
ら
翌
年
の
３
月
　
日
ま
で
の
１

３１

年
間
と
な
り
ま
す
。

　
加
入
依
頼
書
は
中
央
公
民
館
１
階

社
会
教
育
課
に
設
置
し
て
あ
り
ま
す

の
で
、
保
険
料
等
詳
し
い
内
容
に
つ

き
ま
し
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　
大
崎
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　
℡
０
９
９－

４
７
６－
０
５
４
８

【
は
い
元
気
で
す
】

　
鹿
児
島
県
内
に
住
む
人
か
、
そ
の

関
係
者
が
対
象
で
す
。
乳
幼
児
は
生

後
６
か
月
か
ら
未
就
学
児
に
限
り
ま

す
。
元
気
な
お
年
寄
り
も
歓
迎
し
ま

す
。

　
顔
の
は
っ
き
り
写
っ
た
写
真
と
、

紹
介
者
の
続
柄
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
　２８

字
以
内
）、
ま
た
双
方
の
住
所
、
名
前

（
よ
み
）、
年
齢
（
月
数
）、
電
話
番

号
を
明
記
し
て
封
書
で
お
送
り
く
だ

さ
い
。
関
係
者
が
多
す
ぎ
る
と
写
真

が
小
さ
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
紹
介
者
は
原
則
と
し
て
２

人
以
内
で
す
。

　
記
入
漏
れ
や
不
明
細
な
写
真
は
掲

載
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
投
稿
の
繰
り

返
し
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
掲
載
日

の
指
定
や
、
写
真
の
返
送
に
は
応
じ

ら
れ
ま
せ
ん
。

【
送
り
先
】

　
南
日
本
新
聞
社
地
域
報
道
部

　
　
　
　「
は
い
元
気
で
す
」
係

　
〒
８
９
０－

８
６
０
３

　
鹿
児
島
市
与
次
郎
９－

　３３

　
℡
０
９
９－

８
１
３－

５
１
４
３

　
６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委
員
法

が
施
行
さ
れ
た
日
で
す
。

　
日
本
が
戦
後
新
し
く
生
ま
れ
変

わ
っ
た
と
き
、
何
よ
り
も
ま
ず
国
民

の
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
基
調
と
し

た
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
に
、
昭
和

　
年
に
、
ま
ず
政
令
に
基
づ
い
て
人

２３権
擁
護
委
員
制
度
が
設
け
ら
れ
、
翌

昭
和
　
年
６
月
１
日
に
人
権
擁
護
委

２４

員
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
国
民
の
基
本
的
人
権
を
擁
護
し

見
守
る
、
い
わ
ば
民
間
人
に
よ
る
人

権
擁
護
機
関
が
誕
生
し
ま
し
た
。
こ

れ
が
我
が
国
に
お
け
る
人
権
擁
護
委

員
制
度
の
始
ま
り
で
す
。

　
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、

人
権
擁
護
委
員
法
の
施
行
日
で
あ
る

６
月
１
日
を「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

と
定
め
、
こ
の
日
に
「
全
国
一
斉
特

設
人
権
相
談
」
を
実
施
す
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
が
、
鹿
児
島
県
人
権
擁

護
委
員
連
合
会
に
お
い
て
も
、
県
内

の
各
市
町
村
で
特
設
人
権
相
談
所
を

開
設
い
た
し
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
全
国
一
斉
特
設
人
権
相
談
】

●
開
設
日

　
平
成
　
年
６
月
１
日
金

１９

●
開
設
場
所

　
大
崎
町
中
央
公
民
館

●
開
設
時
間

　
　
午
前
　
時
～
午
後
３
時

１０

【
あ
な
た
の
町
の
人
権
擁
護
委
員
】

　
・
小
屋
　
健
二
　
・
園
田
　
忠

※
人
権
擁
護
委
員
は
、
各
市
町
村
か

ら
推
薦
さ
れ
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
を

受
け
た
民
間
の
人
た
ち
で
す
。
現
在
、

鹿
児
島
県
内
に
は
２
５
５
人
の
人
権

擁
護
委
員
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
地

域
で
様
々
な
啓
発
活
動
を
行
な
っ
た

り
、
地
方
法
務
局
ま
た
は
そ
の
支
局

で
人
権
相
談
を
受
け
る
な
ど
の
積
極

的
な
活
動
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。 

情
報
告
知
板

平
成
　
年
度

１９

　
商
業
統
計
調
査
が

　
　
　
　
は
じ
ま
り
ま
す

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
の

　
　
加
入
は
し
ま
し
た
か
？

あ
な
た
も
、

　
投
稿
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

人
権
擁
護
委
員
制
度
を

　
　
　
　
ご
存
知
で
す
か
？

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
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こ
の
大
会
は
、
全
国
ビ
ー
チ
バ

レ
ー
大
会
の
鹿
児
島
県
予
選
と
な
り

ま
す
。
高
校
生
の
白
熱
し
た
試
合
が

観
戦
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
会
場
に

是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
期
　
日
◆

　
平
成
　
年
６
月
９
日
土

１９

◆
会
　
場
◆

　
大
崎
町
ビ
ー
チ
ス
ポ
ー
ツ
専
用
競

技
場
（
大
丸
グ
ラ
ウ
ン
ド
前
）

　
こ
の
大
会
は
、
鹿
児
島
県
・
宮
崎

県
・
熊
本
県
・
大
分
県
の
４
県
対
抗

の
鹿
児
島
県
予
選
で
、
県
内
の
小
学

生
３
年
生
～
６
年
生
の
選
手
た
ち
が

出
場
し
ま
す
。

　
こ
の
大
会
の
上
位
６
チ
ー
ム
が
７

月
に
熊
本
県
で
行
な
わ
れ
る
本
大
会

に
出
場
し
ま
す
。
学
校
の
ク
ラ
ス
や

仲
間
と
参
加
し
て
み
て
は
、
い
か
が

で
し
ょ
う
。

◆
期
　
日
◆

　
平
成
　
年
６
月
　
日
土

１９

１６

◆
会
　
場
◆

　
大
崎
町
総
合
体
育
館

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

　
大
崎
町
役
場
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

　
℡
０
９
９－

４
７
６－

１
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　（
内
線
２
２
１
）

　
大
崎
町
の
菱
田
海
岸
で
は
、
台
風

時
の
高
波
の
影
響
で
、
海
岸
の
背
後

に
広
が
る
農
地
や
住
宅
地
が
、
毎
年

の
よ
う
に
被
害
を
受
け
て
き
ま
し
た
。

そ
の
対
策
と
し
て
、
防
潮
堤
の
転
倒

を
防
止
す
る
た
め
の
背
後
地
の
盛
土

が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。

　
盛
土
工
事
に
は
大
量
の
土
が
必
要

と
な
る
こ
と
か
ら
、
肝
属
郡
肝
付
町

で
行
な
わ
れ
て
い
る
荒
瀬
ダ
ム
建
設

工
事
の
発
生
土
を
利
用
す
る
こ
と
に

な
り
、
現
在
ま
で
、
大
型
ダ
ン
プ
等

の
運
搬
経
路
に
つ
い
て
関
係
機
関
と

の
協
議
や
手
続
き
を
行
な
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
本
年
５
月
か
ら
１
日

最
大
１
７
０
台
程
度
の
大
型
ダ
ン
プ

等
の
運
搬
が
始
ま
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
運
搬
に
当
た
っ
て
は
、
交
通

事
故
や
騒
音
対
策
等
、
万
全
を
期
し

て
進
め
て
ま
い
り
ま
す
が
、
沿
線
住

民
の
み
な
さ
ま
方
に
お
か
れ
ま
し
て

も
大
型
ダ
ン
プ
の
通
行
に
関
し
ま
し

て
は
、
十
分
注
意
し
て
い
た
だ
き
、

工
事
へ
の
ご
協
力
と
ご
理
解
を
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

　
大
崎
町
役
場
耕
地
課
　
管
理
係

　
℡
０
９
９－

４
７
６－

１
１
１
１

（
内
線
２
５
２
）

お知らせ

鹿
児
島
県
ジ
ュ
ニ
ア
選
手
権

高
校
ビ
ー
チ
バ
レ
ー
県
予
選

が
開
催
さ
れ
ま
す

南
九
州
４
県
対
抗
ド
ッ
ジ

ボ
ー
ル
選
手
権
鹿
児
島
県
大

会
が
開
催
さ
れ
ま
す

菱
田
海
岸
の
防
潮
堤
建
設
に

伴
う
背
後
地
の
埋
立
工
事
が

本
格
的
に
始
ま
り
ま
す

　行政相談委員は，総務大臣がお願いして，皆さんの相談相手となっ
てもらっている民間の有権者で，全国の市町村に配置してあり，国の
役所などの仕事に対する疑問や要望，相談事について，直接助言した
り，関係機関に通知・照会し，その結果を回答するなど皆さんの身近
な相談窓口となっています。
　春の行政相談週間に合わせて，次のとおり行政相談所を開設します
ので，お気軽にご相談ください。

※相談は無料で，自宅や電話でも相談に応じ，秘密は守ります。お気
軽にご相談ください。

行政の悩みについて行政相談委員に相談してみませんか？
春の行政相談週間　５月２１日（月） ～ ５月２７日（日）

場　　　所時　間期　日

大崎町老人福祉センター9：30～15：30５月23日水

大崎町老人福祉センター9：30～15：30５月30日水

野方農村環境改善センター9：30～15：30６月６日水

１．就業場所　　大崎工場（大崎町神領）
２．業務内容　　ブロイラー処理・加工
３．募集内容　　常勤社員
４．年　　齢　　１８歳～４５歳
５．給　　与　　当社規定による
６．提出書類　　履歴書提出後，随時面接

７．福利厚生　　各種社会保険完備
　　　　　　　　送迎マイクロバス（志布志方面）
　　　　　　　　社内旅行・夏祭り　ほか
８．休　　日　　年間９９日
９．連　絡　先　　㈱ジャパンファーム総務課
　　　　　　　　電話０９９−４７６−０２３５　沼野・久保

㈱ジャパンファーム社員募集のお知らせ

行政相談員
氏　名　小林一郎　　　　　　
住　所　大崎町仮宿1820－4
電　話　４７６－０５３１　　　　　
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